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掛川市規則第１６号

掛川市老人福祉法施行細則の一部を改正する規則をここに制定する。

平成２６年３月２６日

掛川市長

（別紙）



- 1 -

掛川市老人福祉法施行細則の一部を改正する規則

掛川市老人福祉法施行細則（平成17年掛川市規則第76号）の一部を次のように改正する。

第11条から第14条までの規定中「市長」を「所長」に改める。

別表第２備考２中「第92条第１項、第95条第１項、第２項及び第３項」を「第78条第１項並びに

第２項第１号及び第２号（地方税法第317条の７第１項第２号に規定する寄附金に限る｡)、第92条

第１項並びに第95条第１項から第３項まで」に、「第41条第１項及び第２項並びに第41条の２」を

「第41条第１項から第３項まで、第41条の２、第41条の３の２第４項及び第41条の19の３第１項」

に改める。

様式第22号及び様式第23号中「（あて先）掛川市長 」を

「（あて先）掛川市福祉事務所長」に改める。

様式第24号中「 掛川市長 氏 名 印」を

「掛川市福祉事務所長 氏 名 印」に改める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。


